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第
53
回
と
ま
こ
ま
い
ス
ケ
ー
ト
ま
つ

り
「
市
民
雪
像
コ
ン
テ
ス
ト
」
参
加

団
体
の
募
集

B
中
央
公
園
（
若
草
町
）

 

制
作
期
間 

平
成
31
年
1
月
27
日
㈰
〜
2
月
1
日

㈮
の
16
時
〜
20
時
（
日
曜
日
は
12
時
〜
16
時
）　

D
1.8
㎥
の
雪
塊
に
雪
像
を
制
作　

※
景
品
あ
り

F
10
団
体　

抽
選

G
1
団
体
に
つ
き
、
ス
コ
ッ
プ
1
つ
、
バ
ケ
ツ

1
つ
、
左
官
ご
て
2
つ
、
水
用
ポ
リ
タ
ン
ク

（
18
ℓ
）
2
つ
は
貸
出
可　

※
そ
の
他
必
要
な

材
料
は
各
団
体
で
ご
用
意
く
だ
さ
い

H
I
観
光
振
興
課
（
L
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）、

市
役
所
1
階
案
内
、
商
工
会
議
所
で
配
布
の
申

込
書
を
、
12
月
21
日
㈮
ま
で
に
直
接
ま
た
は
郵

送（
必
着
）、
フ
ァ
ク
ス
で　

〒
053
‐
0
0
2
2　

表
町
5
‐
11
‐
5　

ふ
れ
ん
ど
ビ
ル
3
階　

ス

ケ
ー
ト
ま
つ
り
実
行
委
員
会（
観
光
振
興
課
内
）　

J
(32)
6
4
4
8　

K
(32)
4
2
0
0

行
政
改
革
推
進
審
議
会
委
員
の
募
集

 

募
集
人
数 

5
人
以
内

 

応
募
資
格 

次
の
条
件
を
満
た
す
18
歳
以
上
の
方

（
市
議
会
議
員
、
市
職
員
を
除
く
）
●
平
日
開

催
の
審
議
会
に
出
席
で
き
る
●
本
市
の
複
数
の

審
議
会
な
ど
の
委
員
を
務
め
て
い
な
い

 

報
酬 

会
議
1
回
に
つ
き
6
千
100
円

 

任
期 

委
嘱
の
日
か
ら
2
年
間

H
I
行
政
監
理
室
（
L
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

で
配
布
の
申
込
書
を
、
12
月
3
日
㈪
〜
28
日
㈮

に
郵
送
（
消
印
有
効
）
ま
た
は
E
メ
ー
ル
で　

行
政
監
理
室　

J
(32)
6
1
6
9　

Mg-kanri@
city.tom

akom
ai.hokkaido.jp

学
校
給
食
配
膳
員
の
募
集

 

募
集
人
数 

11
人
程
度

 

任
用
期
間 

平
成
31
年
4
月
1
日
か
ら
6
カ
月
間　

※
更
新
の
場
合
あ
り

H
I
総
務
企
画
課
（
L
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

で
配
布
の
申
込
用
紙
を
、
12
月
3
日
㈪
〜
14
日

㈮
に
直
接　

総
務
企
画
課　

J
(32)
6
7
3
9

今月の納期・夜間納税相談
納期

固定資産税・都市計画税 4期 12月25日㈫
国保税 7期 1月 4日㈮

夜間納税
相談

市税 12月25日㈫～27日㈭
いずれも20時まで

納税課（市役所 2階30番窓口）
J（32）6274

国保税 12月25日㈫～27日㈭
いずれも20時まで

国保課（市役所 1階12番窓口）
J（32）6426

支払いの際は、便利な口座振替やコンビニ納付をご利用ください

12月の無料相談
内容・会場 とき・申し込み・詳細

総務省行政相談所
国の行政全般についての相談
B市役所 2階　談話室

A 3 日㈪　13時～15時　直接会場へ
I協働・男女平等参画室　J（32）6152

一日子ども相談
18歳までの子どもとその家族に関する相談
B市役所 1階　相談室

A19日㈬　10時～16時
H電話で　室蘭児童相談所　J0143
（44）4152
Iこども支援課　J（32）6369

行政書士会くらしの
無料相談会
遺言、相続、成年後見制度に関する相談
B市民活動センター

A15日㈯　10時～12時30分
H電話で　山﨑行政書士事務所　J
（36）5633
I山﨑行政書士事務所　J（36）5633　
社会福祉協議会　J（32）7111

無料法律相談
大谷和広弁護士による法律に関する相談
B市民活動センター

A15日㈯　 9時～12時
HI 8 日㈯　10時～13時　電話で　平
等社会を推進するネットワーク苫小牧　
J（32）3610　市協働・男女平等参画室　
J（84）4052

「人権週間」困りごと
なんでも特設相談所
いじめ、差別、家庭内暴力など、人権問題の相談
B札幌法務局苫小牧支局

A 6 日㈭　 9時30分～12時30分　※予
約制
HI電話で　札幌法務局苫小牧支局総
務課　J（34）7151

消費生活・多重債務に
ついての相談
B消費者センター（市民活動センター）

A月～金曜日＝ 8 時45分～17時15分
（祝日、31日を除く。第 2・ 4 金曜日
は20時まで）　直接会場へ
I消費生活＝J（33）6510　多重債務＝
J（32）6119

無料市民相談
B市民相談所
（市民活動センター）

法律相談
壬生賢哉弁護士

A28日㈮　 9時30分～12時（ 1人20分）
F 7 人　申し込み順
H 3 日㈪から市民活動センターで内容
を話して相談券を受け取ってください。
来られない場合はご連絡ください

夜間心配
ごと相談

A11日㈫　18時～20時　直接会場へ
家庭、離婚、相続、金銭貸借などの問
題

I市民相談所　J（33）2345では、平日 8時45分から17
時15分まで心配ごと相談を受け付けています
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